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（第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等）

第57条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対

象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

２ 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ず

るほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならな

い。

３ 厚生労働大臣は、第28条第1項及び第3項に定めるもののほか、前2項の措置に関して、その適切かつ

有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

⇒化学物質のリスクアセスメント指針(2015年(平成27年)9月18日公示)

⇒健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(2023年(令和5年)4月27日公示)

４ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うこと

ができる。

1.労働安全衛生法
2016年(平成28年)6月1日施行



2012年 (平成24年)7月11日朝日新聞

1-1.自律的な管理を基軸とした新たな化学物質管理の導入の背景
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2014年 (平成26年)
IARC発がん評価報告書の表紙
2016年グループ3⇒グループ1

2013年 (平成25年)
1.2ジクロロプロパン
→特化則の特別管理物質に追加

•安衛法 第57条の3

•2014年(平成26年6月1日交付)

•2016年 (平成28年6月1日施行)



2012年 (平成24年7月)
胆管がん報道

2012年 (平成24年) 2014年 (平成26年) 2016年(平成28年) 2023年(令和5年) 2024年(令和6年)

2014年 (平成26年)
IARC発がん評価報告書発表

2015年(平成27年9月18日)
リスクアセスメント指針公示

2023年(令和5年4月27日)
リスクアセスメント指針改正公示

2023年(令和5年4月27日)
濃度基準値の適用に関する指針公示

2024年(令和6年5月8日)
濃度基準値の適用に関する指針改正公示

1-2.Topics of time series

2016年(平成28年6月1日)
安衛法 第57条の3
リスクアセスメント規定施行

2014年(平成26年6月1日)
安衛法 第57条の3
リスクアセスメント規定公布

2016年 (平成28年)
グループ3→1に変更

2024年(令和6年4月1日)
安衛則577条の2
濃度基準値以下にしなければならない

4

2013年 (平成25年)
特化則の特別管理物質に追加

1.2ジクロロプロパン関係
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特別

規則

安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト

(

Ｓ
Ｄ
Ｓ)

交
付
義
務

ラ
ベ
ル

表
示

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン

ト
対
象
物
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約2900物質まで拡大予定

2025.4月1,537物質

2016.6月640物質

製造禁止物質 石綿等

1-3.化学物質のリスクアセスメントの義務化及びラベル表示の拡大について

第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物の640の化学物質及び製剤について

①譲渡又は提供する際の容器又は包装へのラベル表示の拡大

②安全データシート(SDS)の交付

③化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施

施行日:2016(平成28)年6月1日

胆管
がん

2024.4月   896物質

2023.2月 674物質



1-4.化学物質に関する表示及び文書交付制度

第 5 7 条 ( 表 示 等 )

表 示

第57条の2(文書の交付等)

文 書 交 付
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1-5.



8

労働安全衛生法に基づくラベル表示及びＳＤＳ交付義務対象物質　（令和6年4月1日現在　896物質(群)）
労働安全衛生法施行令 Order for Enforcement of Industrial Safety and Health Act

番号 表示・通知義務対象物質 CAS番号 表示裾切 通知裾切 Substances

別表第３第１号 Attached Table 3（1）
1 ジクロルベンジジン及びその塩 91-94-1他 0.1%未満 0.1%未満 Dichlorobenzidine and its salts
2 アルファ－ナフチルアミン及びその塩 134-32-7他 1%未満 1%未満 α-Naphthylamine and its salts
3 塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ） ＊ 0.1%未満 0.1%未満 Polychlorinated biphenyl (alias PCB)
4 オルト－トリジン及びその塩 119-93-7他 1%未満 0.1%未満 o-Tolidine and its salts
5 ジアニシジン及びその塩 119-90-4他 1%未満 0.1%未満 Dianisidine and its salts
6 ベリリウム及びその化合物 ＊ 0.1%未満 0.1%未満 Beryllium and its compounds
7 ベンゾトリクロリド 98-07-7 0.1%未満 0.1%未満 Benzotrichloride

別表第９ Attached Table 9
1 アクリルアミド 79-06-1 0.1%未満 0.1%未満 Acrylamide
2 アクリル酸 79-10-7 1%未満 1%未満 Acrylic acid
3 アクリル酸エチル 140-88-5 1%未満 0.1%未満 Ethyl acrylate
3-2 アクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル 2439-35-2 1%未満 0.1%未満 2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
4 アクリル酸ノルマル－ブチル 141-32-2 1%未満 0.1%未満 n-Butyl acrylate
5 アクリル酸２－ヒドロキシプロピル 999-61-1 1%未満 0.1%未満 2-Hydroxypropyl acrylate
6 アクリル酸メチル 96-33-3 1%未満 0.1%未満 Methyl acrylate
7 アクリロニトリル 107-13-1 1%未満 0.1%未満 Acrylonitrile
8 アクロレイン 107-02-8 1%未満 1%未満 Acrolein
8-2 アザチオプリン 446-86-6 0.1%未満 0.1%未満 Azathioprine
9 アジ化ナトリウム 26628-22-8 1%未満 1%未満 Sodium azide
10 アジピン酸 124-04-9 1%未満 1%未満 Adipic acid

1-6.労働安全衛生法に基づくラベル表示及びSDS交付義務対象物質



2.化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(リスクアセスメント指針)

(改正:令和5年4月27日公示第4号)

9.リスクの見積もり

ア 化学物質等が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は化学物質等により当該労働者の健康障害を生

ずるおそれの程度(発生可能性)及び当該危険又は健康障害の程度(重篤度)を考慮する方法

(ｱ) マトリクス法

(ｲ) 数値化法

(ｳ) 枝分かれ図を用いた方法

(ｴ) コントロールバンディング

(ｵ) 災害の*シナリオから見積もる方法  *シナリオ:爆発火災の災害に至る道筋

イ 当該業務に従事する労働者がリスクアセスメント対象物にさらされる程度(ばく露の程度)及び当該リスクア

セスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法

(ｱ)  作業環境測定により測定した第一評価値を管理濃度と比較する方法(改正で追加)

  (ｲ) 濃度基準値と比較する方法(改正で追加)

(ｳ) ばく露限界と比較する方法

 (ｴ) 数理モデルによる方法

 (ｵ) あらかじめ尺度化した表を使用する方法

ウ その他､アまたはイに準じる方法 9



2-1.ア-(ｱ) マトリクスを用いた方法

負傷又は疾病の重篤度

致命的 重大 中程度 軽度

負傷又
は疾病
の発生
の可能
性の度
合い

極めて高い ５ ５ ４ ３

比較的高い ５ ４ ３ ２

可能性あり ４ ３ ２ １

ほとんどない ４ ３ １ １

リスク 優先度

４～５ 高
① 直ちにリスク低減措置を講ずる

② 措置を講ずるまで作業停止

③ 経営資源の投入が必要

２～３ 中
① 速やかにリスク低減措置を講ずる

② 措置を講ずるまで使用しないことが望ましい

③ 優先的に経営資源の投入

１ 低 ① 必要に応じてリスク低減措置を実施する。

特定したリスクガ重篤度「重大」、可能性の度合い「比較的高い」場合の見積り

【致命的】

死亡災害、身体の一部に永久損傷を伴うもの

【重 大】

1ヶ月以上の休業災害や一度に多数の被災者を

伴うもの

【中程度】

1ヶ月未満の休業災害や一度に複数の被災者を

伴うもの

【軽   度】

不休災害やかすり傷程度のもの

10
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2-2.ア-(ｲ) 数値化による方法

致命的 重大 中程度 軽度

３０点 ２０点 ７点 ２点

極めて高い 比較的高い 可能性あり ほとんどない

２０点 １５点 ７点 ２点

（重篤度「重大」）２０点＋（可能性の度合「比較的高い」１５点）＝３５点

（２）負傷又は疾病の発生可能性の度合

（１）負傷又は疾病の重篤度

リスク 優 先 度

３０点以上 高 ① 直ちにリスク低減措置を講ずる必要がある。

１０～２９ 中 ① 速やかにリスク低減措置を講ずる必要がある。

１０点未満 低 ① 必要に応じてリスク低減措置を実施する。

特定したリスクが重篤度「重大」、可能性の度合い「比較的高い」の場合の見積り
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2-3.ア-(ｳ) 枝分かれ図を用いた方法

リスク評価 優先度負傷又は疾病の
重篤度

負傷又は疾病の
発生可能性の度合い

５

４

３

２

１

リスク低減措置を実施する
必要がある

速やかにリスク低減措置を
実施する必要がある

必要に応じて実施する

高

中

低

開
始

重大

軽傷 日常的

まれ

日常的

まれ

困難

可能

可能

困難

居合わせる確率 回避可能性

重篤度「重大」、
可能性の度合い比較的高い」



A・B測定 C・D測定(個人サンプリング法)
(個人サンプラーによる測定:R3.4.1追加適用)

             

2-4.イ-(ｱ) 作業環境測定により測定した第一評価値を管理濃度と比較する方法

AB測定・CD測定で1日測定の場合

13

第1評価値 logEA1=logM+1.645√log2σ1+0.084

→作業環境濃度に対して対数正規分布を想定した場合の上側確率95%の濃度である。

第2評価値 logEA2=logM1 +1.151(log2σ1+0.084)

→作業環境濃度に対する算術平均値の濃度である。

付近の



数理モデルによる方法のイメージ

2-5.イ-(ｴ)使用量などから推定する方法

14

条件設定

ボックス内濃度 C

発生量 G

容積 V

(Qout〓Qin)



2-6.イ-(ｵ) あらかじめ尺度化した表を使用する方法

厚労省版コントロールバンディングは、英国安全衛生庁（HSE）が開発したCOSHH Essentialsを、国際労働機構（ILO）が改
良してChemical Control Toolkitの名称で公開していたものを、ILOの許可を得て我が国の厚生労働省がさらに日本向け
に改良したものです。 15

3 4 4 5 5

3 3 4 4 5

2 3 3 4 4

2 2 3 3 4

1 2 2 3 3

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅴ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

有害性の
程度

GHS分類
ばく露限界

mg/㎥

Ⅴ
発がん性 区分Ⅰ
生殖毒性 区分Ⅰ

<0.01

Ⅳ 慢性 区分1 0.01-0.1

Ⅲ
慢性 区分2
単回 区分1

0.1-1

Ⅱ 単回 区分2 1-10

Ⅰ 単回 区分3 >10

大

有
害
性
の
程
度

小

小 ばく露の程度 大

ばく露の程度
(Ⅰ～Ⅴ)

飛散性/揮発性

細かい粉体
沸点50℃未満

中程度の粉体
50℃以上150℃未満

粗い粉体
沸点150℃以上

使用量

トン単位 Ⅴ Ⅳ Ⅲ

Kg単位 Ⅳ Ⅲ Ⅱ

G単位 Ⅲ Ⅱ Ⅰ

https://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/index.htm
https://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/


2-7.厚生労働省の「化学物質のリスクアセスメント実施支援」

16



2-8.厚生労働省作成の支援ツール

名称 対象 特色

厚生労働省版コントロール
バンディング

有害性
ILO(国際労働機関)が中小企業向けに作成した作業者の安全管理のための簡易リスクアセ
スメントツールを我が国で簡易的に利用できるように厚生労働省がWebシスムとして改
良・開発したものである。

爆発・火災等のリスクアセ
スメントのためのスクリー
ニング支援ツール

危険性
化学物質や作業に潜む代表的な危険性やリスクを簡便に「知る」ことに着目した支援ツー
ル

作業別モデル対策シート 有害性
主に中小規模事業者など、リスクアセスメントを十分に実施することが難しい事業者を対
象に、専門性よりも分かりやすさや簡潔さを優先させチェックリストと危険やその対策を
記載したシート

CREATE-SIMPLE
(クリエイトシンプル)

有害性
・

危険性

サービス業や試験・研究機関などを含め、あらゆる業種の化学物質取扱事業者に向けた簡
易なリスクアセスメントツール

検知管を用いた化学物質の
リスクアセスメントガイド
ブック

有害性
簡易な化学物質の気中濃度測定法のひとつである検知管を用いたリスクアセスメント手法
のガイドブック

リアルタイムモニターを用
いた化学物質のリスクアセ
スメントガイドブック

有害性
簡易な化学物質の気中濃度測定法のひとつであるリアルタイムモニターを用いたリスクア
セスメント手法のガイドブック

業種別のリスクアセスメン
トシート

有害性

化学物質を取り扱う3業種の具体的な作業と代表的取扱い物質を反映したリスクアセスメ
ント支援シート(中小規模事業場での使用を前提)

工業塗装 オフセット印刷・グラビア印刷 めっき (共通) 17
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2-9.厚生労働省作成以外の研究機関等で開発された支援ツール
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2-10.開放系作業を対象とした場合の火災・爆発発生に至るシナリオ(爆発火災への道筋)検討パターン

Ⅰ可燃性の化学物質
を使用

Ⓐ爆発性雰囲気の形成(爆発性雰囲気形成防止対策)

実施されていない 実施されている

Ⓑ着火源の発現

(着火性防止策)

実施されて
いない

(a)燃焼の3要素が揃っているおそれあり

・常に火災、爆発性の危険性が高い状態
であり、速やかに対策を実施する必要
あり

(c)燃焼の3要素が揃う可能性あり

・容器の蓋の締め忘れなどの不具合により
爆発性雰囲気を形成する可能性あり

実施されて
いる

(b)燃焼の3要素が揃う可能性あり

・劣化によるアース接続不良などの不具
合により着火源が発現する可能性あり

(d)燃焼の3要素が揃う可能性あり

・引き金事象Ⓒが同時に発生することによ

り、爆発性雰囲気を形成し、かつ着火源
が発現する可能性あり

Ⓐ 爆発性雰囲気 

ガス、蒸気又は粉じんの状態の可燃性物質が大気条件において空気と混合したものであって、点火すれば自己伝播が維持されるもの

Ⓑ 着火源 : 電気火花 静電気火花 高温表面 熱輻射 衝撃・摩擦 断熱圧縮 裸火 自然発火

Ⓒ 引き金事象 : 設備・装置・道具の不具合 : 機械は壊れる。

不適切な作業・操作(ヒューマンエラー) : 人(作業者)はミスをする。

<参考文献>開放系作業における燃焼の三要素に着目した火災・爆発発生シナリオの同定法
 (独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所

爆発性雰囲気

爆発性雰囲気

爆発性雰囲気

爆発性雰囲気着火源 着火源

着火源着火源



リスク低減措置の検討は、リスクの高いものから優先的に、以下の順位に従って検討する。

2-11.化学物質のリスクアセスメントにおけるリスク低減措置の検討及び実施(指針10)

危険性又は有害性のより低い物質への代替
化学反応のプロセス等の運転条件の変更
取り扱う化学物質等の形状の変更等又はこれらの併用

工学的対策（防爆構造化、安全装置の二重化等）
衛生工学的対策(設備の密閉化、局所排気装置の設置等)

管理的対策(作業手順の改善、立入禁止等)

化学物質の有害性に応じた有効な保護具の使用

１

２

３

４

法令で定められた事項の確実な実施

優

先

順

位

高

低 20
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特
別
規
則

安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト(

Ｓ
Ｄ
Ｓ)

交
付
義
務

ラ
ベ
ル
表
示
義
務

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
質

約2900物質まで拡大予定

2025.7月1,537物質

2016.6月640物質

製造禁止物質 石綿等

施行日:2024(令和6)年4月1日

胆管
がん

3.健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針について

濃度基準値について

・令和5年4月27日技術上の指針公示第24号 67物質(2024(令和6)年4月1日施行)

・令和6年5月28日技術上の指針公示第26号(改正)  112物質(2025(令和7)年10月1日施行)

濃度基準値

800種類程度
まで拡大予定

2024.4月     
67物質

2025.10月
112物質

管理濃度

許容濃度、
TLV、MAK

2023年(令和5年4月27日)
濃度基準値の適用に関する指針公示



<参考>ACGIH(米国産業衛生専門家会議) TLV(Threshold Limited Value : ばく露限界)

TLV－TWA 通常１日８時間及び１週間に40時間の労働時間に対する時間加重平均濃度

TLV－STEL
15分間の短時間ばく露限界。 たとえ８時間のばく露測定濃度（時間荷重平
均濃度） がTLV-TWA 内にあっても、1日の作業のどの時間においても超え
てはならない濃度

TLV－ceiling 作業中のばく露のいかなる時でも超えてはならない濃度である上限値 

濃度基準値の種類 ばく露の程度 説明

①
8時間濃度基準値
(長期的な健康影響の防止)

8時間
時間加重平均値

8時間のばく露における化学物質の濃度の測
定時間ごとの加重平均値

② 短時間濃度基準値

15分間
時間加重平均値

最も高くなると思われる15分間のばく露にお
ける化学物質の測定時間ごとの加重平均値

天井値
短時間濃度基準値が天井値として定められて
いる物質

3-1.濃度基準値について

22



23

労働者の呼吸域のイメージ

技術上の指針  第2項(6)ウ

「労働者の呼吸域」とは、当該労働者が使用する

呼吸用保護具の外側であって、両耳を結んだ直線

の中央を中心とした、半径30センチメートルの、

顔の前方に広がった半球の内側をいうこと。

3-2.ばく露の測定場所

<参考>
作業環境測定(A・B測定)における測定場所



3-3.時間加重平均値とは

〇時間加重平均値とは
複数の測定値がある場合に、それぞれの測定を実
施した時間(測定時間)に応じた重み付けをおこなっ
て算出される平均値

ＣTWA=
(C1・Ｔ1+ C2・Ｔ2+・・・・ + Cn・Ｔn)

(Ｔ1+ Ｔ2+・・・・ + Ｔn)

ＣTWA : 時間加重平均値
C1、 C2、・・・、 Cn     : それぞれの測定時間に対する測定値
Ｔ1、Ｔ2、・・・ 、Ｔn   : 濃度測定における測定時間

(Ｔ1+ Ｔ2+・・・ + Ｔn)＝8時間→8時間加重平均値
(Ｔ1+ Ｔ2+・・・ + Ｔn)＝15分間→15分間加重平均値

24

濃度

時間Ｔ1+ Ｔ2+・・・・・・・ + Ｔn

C-TWA

C1

C2

Cn
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3-4.濃度基準値が定められた物質と確認測定の方法

物質名 CAS番号 8時間濃度基準値 短時間濃度基準値
確認測定の方法

試料採取方法 分析方法

アクリル酸 79-10-7 2ppm - 固体 HPLC

アリクル酸エチル 140-88-5 2ppm - 固体 GC

アクリル酸ノルマル-ブチル 14 1-32-2 2ppm - 固体 GC

アクリル酸メチル 96-33-3 2ppm - 固体 GC

アクロレイン 107-02-8 - c/0.1ppm 固体 HPLC

アセチルサリチル酸 50-78-2 5mg/㎥ - ろ過 HPLC

アセトアルデヒド 75-07-0 - 10ppm 固体 HPLC

アセトニトリル 75-05-8 10ppm - 固体 GC

アセトンシアノヒドリン 75-86-5 - 5ppm 固体 GC

HPLC:高速液体クロマトグラフ分析方法、GC:ガスクロマトグラフ分析方法

酢酸ビニル 108-05-4 10ppm 15ppm 固体 GC

酢酸ブチル 540-88-5 20ppm 150ppm 固体 GC
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3-5.濃度基準値の内訳(2024年4月、2025年10月から適用の化学物質合計179種)

8時間値

短時間値
該当
物質数

15分値 天井値(C)

○ 153

○ ○ 13

○ 9

○ 4

合計 179
26



3-6.濃度基準値に関する義務的事項

濃度基準値の種類 ばく露の程度 説明

➀ 8時間濃度基準値 長期的な健康影響の防止 8時間時間加重平均値
8時間のばく露における化学部室の

濃度の測定機関ごとの加重平均値

② 短時間濃度基準値 急性健康影響の防止 15分間時間加重平均値

最も高くなると思われる15分間のば

く露における化学物質の測定時間ご

との加重平均値

(注) ① 、②のいずれかが設定されたものについては、それを超えないこと。

①、②ともに設定されたものについては、それぞれを超えないこと。

安衛則第577条の2第2項
・・・労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。

技術上の指針第5項
事業者は、別表2(資料参照)の左側に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場においては、当

該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を濃度基準値以下にしなければならないこと。

27



3-7.濃度基準値に関する努力義務(技術上の指針第5項)

規定 対象 努力義務事項 参照Page

➀ 高濃度ばく露の回数
8時間濃度基準値あり

短時間濃度基準値あり

15分間時間加重平均値について、8

時間濃度基準値を超える回数が4回

を超えないこと。

29

② 高濃度ばく露の程度
8時間濃度基準値あり

短時間濃度基準値なし

15分間時間加重平均値について、8

時間濃度基準値の3倍を超えないこ

と。

30

③
天井値としての

短時間濃度基準値
短時間濃度基準値:天井値

天井値について、いかなる短時間の

ばく露も超えないこと
31

➃ 混合物の取扱い
同一の機序で同一の標的臓器の有

害性を有する複数の物質の混合物

物質ごとに計算して加算した換算値

が1を超えないこと。
32

28



3-8.高濃度のばく露の回数

29

ばく露A ばく露Eばく露Dばく露Cばく露B

➀

➃

③

②

15分間時間加重平均値

8時間
濃度
基準値

8時間
時間加重
平均値

15分間時間加重平均値について、8時間濃度基準値を超える回数が4回を超えないこと。

15分間
濃度
基準値



3-9.高濃度のばく露の程度

ばく露A ばく露B ばく露C ばく露D ばく露E ばく露F ばく露G

8時間濃度基準値

8時間濃度基準値あり、短時間濃度基準値なしの場合

15分間時間加重平均値について、8時間濃度基準値の3倍を超えないこと

15分間時間加重平均値

時間

濃度

30

1倍

3倍

2倍



3-10.天井値としての短時間濃度基準値

リアルタイムモニター

31
出典:厚生労働省発表資料

濃度

時間

天井値と
比較する濃度

15分間
時間加重平均値

0

天井値として定められ
た短時間加重平均値



3-11.混合物の取扱い

物質A
リスクレベル

物質C
リスクレベル

物質B
リスクレベル

C3/L3

C2/L2

C1/L1

C1/L1 + C2/L2 + C3/L3 ≦ 1 (相加式を用いる)  

1

リ
ス
ク
レ
ベ
ル

リ
ス
ク
レ
ベ
ル

C:8時間時間加重平均値
L:8時間濃度基準値

➀同一の毒性作用機序によって同一の標的臓器に作用する場合

②同一の毒性作用機序によって同一の標的臓器に作用しない場合

C2/L2 ≦ 1  

C1、C2、C3 : 時間加重平均値  

L1、L2、L3 : 濃度基準値  

32

C1/L1 ≦ 1  C3/L3 ≦ 1  



ばく露濃度とばく露限界(OEL)

ⅡーＢ

33

・濃度基準値(厚生労働大臣)
・許容濃度(日本産業衛生学会)
・TLV(米国産業衛生専門家会議)
・ＭＡＫ(ドイツ研究振興協会)

Ⅲ Ⅳ Ⅴ

ばく露限界

労働者の呼吸域における物質の濃度が8時間のばく露に対する濃度基準値の2分の1程度を超えると評

価された場合は、確認測定を実施すること(技術上の指針3)

ばく露量 低 ばく露量 高

リスクは許容範囲を
超えている。

リスクは許容範囲
とみなす。

リスクは許容範囲だ
が残留リスクがある
とする。

ばく露限界の
2分の1

3-12.確認測定

Ⅰ Ⅱ-AⅠ ⅡーA



4. 主要な省令について

34

労働安全衛生規則

第1編 通則

第12条の5  化学物質管理者が管理する事項等 (令和6年4月1日施行)
第12条の6  保護具着用管理責任者の選任 (令和6年4月1日施行)

第3編 衛生基準

第577条の2 ばく露の程度の低減等 (令和6年4月1日施行)

第594条の2 皮膚障害等防止用の保護具 (令和6年4月1日施行)



化学物質管理者

労働安全衛生規則（化学物質管理者が管理する事項等）

第12条の5 第1項 事業者は、法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査（主として一般消費者

の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。）をしなければ

ならない令第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物（以下「リスクアセス

メント対象物」という。）を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者

に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。

指針4(実施体制等)

化学物質管理者（安衛則第 12 条の５第１項に規定する化学物質管理

者 をいう。以下同じ。）を選任し、安全管理者又は衛生管理者が選任

されている場合にはその管理の下、化学物質管理者にリスクアセスメ

ント等に関する技術的事項を管理させること。

安全管理者 衛生管理者

化学物質管理者

総括安全衛生管理者

35

令和6年4月1日から施行

4-1.安衛則 第1編 通則

(リスクアセスメント等に関する技術的事項を管理する。)



労働安全衛生規則(保護具着用管理責任者の選任等)

第12条の6

選任が必要な場合
・化学物質管理者を選任した事業場で、リスクアセスメント結果に基づく措置

として労働者に保護具を使用させるとき

選任時期 ・専任事由発生から14日以内

職務

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること

要件 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者

周知 事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知
36

保護具着用管理責任者 令和6年4月1日から施行

4-2.安衛則 第1編 通則
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項 条文要約

第1項 ばく露される程度を最小限度にしなければならない。

第2項 ばく露される程度を濃度の基準以下としなければならない。

健
康
診
断

第3項 事業者の判断による健康診断(第3項健診)

第4項 濃度の基準を超えてばく露したおそれがある場合の健康診断(第4項健診)

第5項 健康診断個人票を作成し5年間、がん原性物質は30年間保管

第6項 リスクアセスメント対象物健康診断の結果について、医師又は歯科医師からの意見聴取

第7項 前項について、医師又は歯科医師に対する情報の提供

第8項 第6項における医師又は歯科医師からの意見聴取における就業上の措置及び安全衛生委員会等への報告

第9項 リスクアセスメント対象物健康診断結果を本人に通知

第10項 第1項における措置について関係労働者からの意見の聴取

第11項 「がん原性物質」を製造、取り扱う業務に従事する者に対する記録の保存及び関係労働者への周知

第12項 第3項の周知の方法

安衛則第577条の2 ばく露の程度の低減等

4-3.安衛則 第3編 衛生基準



4-4.安衛則 第3編 衛生基準

第1項
第2項

ばく
露の
低減

リスクアセスメントの結果に基づき次の措置等を講じ、労働者のばく露の程度を最小限
度にする。
a:代替物の使用 b:密閉設備・局所排気装置・全体換気装置等 c:作業方法の改善
d:有効な呼吸用保護具の使用

濃度基準値設定物質の製造・取扱い業務を行う屋内作業場については、労働者のばく露
の程度を濃度基準値以下としなければならない。

第3項
～
第9項

健康診断(次ページ)

第10項
～
第12項

・講じた措置について関係労働者の意見を聴く機会を設ける。
・1年を超えない期間ごとに次の記録を作成し、3年間保存する。
①講じた措置の概要、講じた措置についての関係労働者の意見の聴取状況

⇒掲示、書面交付等により労働者に周知する。
②労働者のリスクアセスメント対象物へのばく露の状況
③がん原性物質の製造・取扱いの場合は労働者の氏名、従事した作業の概要、従事期間等
(がん原性の場合②③は30年間保存)

第577条の2 ばく露の程度の低減等

38

令和6年4月1日から施行



4-5.第3編 衛生基準

第3項
～
第9項

健
康
診
断

実施が必要な場合 対象者 項目

第3項健診
リスクアセスメントの結果に基づ
き、関係労働者の意見を聴き、事
業者が必要と認めるとき

リスクアセスメント対象物
の製造・取扱い業務に常時
従事する労働者 医師・歯科医師

が必要と認める
項目

第4項健診
濃度の基準を超えてばく露したお
それがあるとき、速やかに

濃度基準値設定物質の製
造・取扱い業務に従事する
労働者

結果保存
・リスクアセスメント対象物健康診断を行ったときは、個人票を作成する。
・作成した個人票を5年間保存する。がん原性物質の場合は30年間保存

事後措置

・異常の所見が認められたときは、3カ月以内に医師又は歯科医師の意見を聴き、個
人票に記載する。

・医師又は歯科医師から意見聴取を行う上で必要な情報を求められたときは、遅滞
なく提供する。

・必要な場合には、就業場所の変更、作業の転換等の事後措置を講ずる。

結果通知 ・結果を、遅滞なく受診者に通知する。

⇒「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」参照

第577条の2 ばく露の程度の低減等

39

令和6年4月1日から施行
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【第594条の2】

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤（皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚か

ら吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。

以下「皮膚等障害化学物質等」という。）を製造し、又は取り扱う業務（法及びこれに基づく命令の

規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製

造し、又は取り扱う業務を除く。）に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履

物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。

4-6.安衛則 第3編 衛生基準
令和6年4月1日から施行

保護具 規格

化学防護服 JIS8115

化学防護手袋 JIS8116

化学防護長靴 JIS8117

保護めがね JIS8147

化学防護服 保護めがね化学防護長靴化学防護手袋
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経皮
ばく露

4-7.安衛則第594条の2 皮膚等障害化学物質等の製造・取扱い業務について保護具着用の義務
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4-8.皮膚刺激性と皮膚吸収性の違い

皮膚刺激性有害物質 皮膚吸収性有害物質

対象物質数 計1,125
(通達ベース)

805 194

126

確認方法 SDSのGHS分類で確認 通達のリストで確認

代表的な特性
皮膚や眼を傷つける
(酸、アルカリ、アレルギー性金属など)

皮膚を経て内臓にいたる
(染料、顔料など)

健康影響

皮膚や眼の局所影響
・化学熱傷
・接触性皮膚炎など

全身影響
・意識障害
・特定臓器障害(肝機能障害、腎臓
障害、膀胱がんなど)

刺激と

吸収イメージ図
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4-9.作業分類、作業時間および使用可能な手袋の対応表

厚生労働省 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル 第1版 2024年2月より 第2版(暫定)2025年2月公表

作業分類1
接触が大きい作業

作業分類2
接触がかぎられている作業

作業分類3
接触しないと想定される作業

240分超

60分超
240分以下

60分以下

作
業
時
間

使用可能な
耐透過性クラス
(JIST8116に基づく)

手を侵漬するなどで手や腕全

体が化学物質に触れる作業や

ウエスで拭き取る等で手のひ

ら全体が化学物質に触れる作

業等、化学物質に触れる面積

が大きい作業又は、何らかの

異常や意図しない事象が起き

たときに、手が侵漬するなど、

大きな面積が化学物質に触れ

てしまうおそれが高い作業

作業分類1以外で、指先に化学

物質が触れる作業や飛沫によ

り液滴が手に触れる作業等、

手の一部が化学物質に触れる

作業又は、何らから異常や意

図しない事象が起きたときに、

手の一部が化学物質に触れて

しまうおそれが高い作業

化学物質を取り扱うが、化学
物質に触れることは通常想定
されない作業又は、何らかの
異常や意図しない事象が発生
した際に、飛沫等がかかるお
それがある作業。
本分類では化学物質に触れた
際はその時間を起点に、取扱
説明書に記載の使用可能時間
以内に速やかに手袋を交換す
る。

耐透過性クラス5,6

耐透過性クラス3,4

耐透過性クラス1,2



5.特別規則に共通な省令について
(有機則、特化則、鉛則、四アル鉛則、粉じん則)

44

5-1.化学物質管理の水準が一定以上の事業場(管理水準良好事業場)に対する特別則の適用

除外                                              (令和5年4月1日施行)

5-2.特殊健康診断の頻度の緩和  (令和5年4月1日施行)

5-3.評価の結果に基づく措置(第三管理区分事業場の措置強化) (令和6年4月1日施行)



45

5-1.化学物質管理の水準が一定以上の事業場(管理水準良好事業場)に対する特別則の適用除外

有機則第4条の2、特化則第2条の3、鉛則第3条の2、粉じん則第3条の2

特別則の一部適用除外の認定を受けるための要件(要約)

・専属の化学物質管理専門家が配置されていること

・過去3年間に化学物質等による死亡又は休業4日以上の労働災害を発生させていないこと

・過去3年間に実施した作業環境測定の結果が全て第一管理区分に区分されたこと

・過去3年間に実施した特殊健康診断の結果、新たに異常所見があるとみとめられる労働者が発見され

なかったこと

・過去3年間に安衛法およびこれに基づく命令に違反していないこと

・過去3年間に1回以上、リスクアセスメントおよびその結果に基づく措置について、外部の化学物質管

理専門家による評価を受け、必要な措置が適切に講じられていると認められること

令和5年4月1日から施行主な省令(特別規則)について
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5-2.特別則の適用除外の対象とならない条文等

省令 該当条文等 見出し等

有機則

第6章 健康診断

第32条 送気マスクの使用

第33条 呼吸用保護具の使用

特化則

第22条、第22条の2 設備の改造等の作業

第38条の8 特別有機溶剤等に係る措置(有機則第7章の規定を準用する場合
に限る)

第38条の13(第3項から第5項まで) 三酸化二アンチモン等に係る措置

第38条の14 燻蒸作業に係る措置

第38条の20(第2項から第4項まで及び第7項) リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置

第6章 健康診断

第7章 保護具

鉛則

第39条 ホッパー等の下方における作業

第46条 作業衣等の保管設備

第6章 健康管理

第7章 保護具等

粉じん則
第24条 清掃の実施

第6章 保護具



化学物質管理専門家は、次の①～④のいずれかに該当する者とする。 

① 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。）第83条第１項の労働衛生コ

ンサルタント試験（そ の試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。）に合格し、同法第84

条第１項の労働衛生コンサルタントの登録を受けた者であって、その後５年以上労働衛生コン

サルタントとしてその業務に従事した経験を有するもの

 ② 安衛法第12条第１項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で

あって、その後８年以上安衛法第10条第１項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生

工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有する もの

 ③ 作業環境測定法（昭和50年法律第28号）第７条の作業環境測定士の登録を受けた者であって、

その後８年以上作業環境 測定士としてその業務に従事した経験を有するもの

 ④ その他、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 ※ 「同等以上の能力を有

する者」については、該当する者を通達で定める予定。 47

5-3.化学物質管理専門家



特定化学物質、有機溶剤、鉛および四アルキル鉛について特殊健康診断の実施頻度を、6カ月

以内ごとに1回から、1年以内ごとに1回に緩和

<要件>

・直近3回の作業環境測定の評価結果が第一管理区分に区分されたこと。

・直近3回の特殊健康診断の結果、労働者に新たな異常所見がないこと。

施行日前(令和6年4月1日)前に実施された作業環境測定の評価結果及び特殊健康診断の結果

を含んで判断して差し支えない。

・直近の健康診断実施後に、軽微なものを除き作業方法の変更がないこと。

特殊健康診断の実施頻度の緩和は、都道府県労働局長の認定を受ける必要はないが、労働者

ごと、かつその都度の判断となることに留意が必要である。 48

5-4.特殊健康診断の頻度の緩和

有機則第29条6、特化則第39条4、鉛則第53条4、四鉛則第22条4

令和5年4月1日から施行



5-5.第三管理区分の事業場に義務付けられる措置

49

専門的に見て
工学的措置が

可能か

第三管理区分

第三管理区分
(改善できず)

改善の可否について

作業環境管理専門家の

意見聴取

個人サンプリング測定

フィットテスト

効果確認

呼吸用保護具によるばく露防止

専門家による判断

有機則第28条の3の2
特化則第36条の3の2
鉛則第52条の3の2
粉じん則第26条の3の2

改善措置の実施

専門家による改善意見

・発散源の密閉化
・局所排気装置の設置稼働



作業環境管理専門家は、次の①～⑦のいずれかに該当する者とする。 

①化学物質専門家の要件に該当する者

②労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)又は労働安全コンサルタント(化学)であって、3年

以上化学物質又は粉じんの管理に係る業務に従事した経験を有する者 

③6年以上、衛生工学衛生管理者としてその業務に従事した経験を有する者 

④労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した衛生管理士であって、3年以上所定

の業務を行った経験を有する者

⑤6年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者

⑥4年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者であって、所定の講習

を修了した者

⑦オキュペイショナル／ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者 50

5-6.作業環境管理専門家
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ご清聴ありがとうございました。

終わり


	スライド 0: 自律的な管理を基軸とした 新たな化学物質管理の 法令及び指針の解説 
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51

